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内
閣
府

○

令
第

号

財
務
省

金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
預
金
保
険
機
構
の
金
融
機
能
強
化
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

預
金
保
険
機
構
の
金
融
機
能
強
化
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内
閣
府

預
金
保
険
機
構
の
金
融
機
能
強
化
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
六
年

令
第
三
号
）
の

財
務
省

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
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傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
機
構
」
、
「
協
定
銀
行
」
又
は
「
金
融
機
能

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
金
融
機
関
等
」
、
「
機
構
」
、
「
協
定
銀
行

強
化
勘
定
」
と
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（

」
又
は
「
協
定
」
と
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
第
十
号
又
は
第
四

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第

十
三
条
に
規
定
す
る
機
構
、
協
定
銀
行
又
は
金
融
機
能
強
化
勘
定
を
い
う
。

一
項
第
十
号
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
、
機
構
、
協

定
銀
行
又
は
協
定
を
い
う
。

（
業
務
の
特
例
に
係
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
の
特
例
に
係
る
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条

機
構
が
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う

第
二
条

［
同
上
］

場
合
に
は
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
預
金
保
険
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
二
各
号
に
掲

げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

一

法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
資
金
交
付
契
約
の
締

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
四
条
の
十
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す

結
又
は
変
更
及
び
当
該
資
金
交
付
契
約
に
基
づ
く
資
金
の
交
付
に
関
す
る
事

る
資
金
交
付
契
約
の
締
結
又
は
変
更
及
び
当
該
資
金
交
付
契
約
に
基
づ
く
資

項

金
の
交
付
に
関
す
る
事
項

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

（
区
分
経
理
）

（
区
分
経
理
）
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第
三
条

機
構
は
、
金
融
機
能
強
化
勘
定
に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
が
そ
の
他

第
三
条

機
構
は
、
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
特
別
の
勘
定
（
以
下
「
金
融
機

の
勘
定
に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
と
共
通
の
事
項
で
あ
る
た
め
、
当
該
金
融

能
強
化
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
が
そ
の
他
の
勘
定
に

機
能
強
化
勘
定
に
係
る
部
分
を
区
分
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、

お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
と
共
通
の
事
項
で
あ
る
た
め
、
当
該
金
融
機
能
強
化

当
該
事
項
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け

勘
定
に
係
る
部
分
を
区
分
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
事
項

て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
事
業
年
度
の
期
間
中
一
括
し
て
整
理
し
、
当
該
事

に
つ
い
て
は
、
機
構
が
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る

業
年
度
の
末
日
（
金
融
機
能
強
化
勘
定
の
廃
止
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ

基
準
に
従
っ
て
、
事
業
年
度
の
期
間
中
一
括
し
て
整
理
し
、
当
該
事
業
年
度
の

っ
て
は
、
そ
の
廃
止
の
日
）
現
在
に
お
い
て
各
勘
定
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り

末
日
（
金
融
機
能
強
化
勘
定
の
廃
止
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、

整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
廃
止
の
日
）
現
在
に
お
い
て
各
勘
定
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
借
入
金
の
認
可
の
申
請
）

（
借
入
金
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

機
構
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二

第
四
条

機
構
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
機

条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
そ
の
他
の
者
（
日
本
銀
行
を
除
く
。
）
又

関
等
そ
の
他
の
者
（
日
本
銀
行
を
除
く
。
）
又
は
日
本
銀
行
か
ら
の
資
金
の
借

は
日
本
銀
行
か
ら
の
資
金
の
借
入
れ
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
預

入
れ
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
預
金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
六
条

金
保
険
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
借
入
先
を
記

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
借
入
先
を
記
載
し
た
申
請
書
を
金
融
庁
長
官

載
し
た
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
金
融
再
生
勘
定
か
ら
金
融
機
能
強
化
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
五
条

機
構
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣

［
条
を
加
え
る
。
］

及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

一

繰
入
れ
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

二

金
融
再
生
勘
定
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
再
生
勘

定
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
金
融
機
能
強
化
勘
定
へ

の
繰
入
れ
を
行
お
う
と
す
る
額
の
算
定
根
拠
（
当
該
繰
入
れ
を
金
銭
以
外
の

財
産
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
算
定
根
拠
並
び
に
当

該
財
産
の
種
類
及
び
価
額
）
を
記
載
し
た
書
面

三

そ
の
他
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
係
る
審
査
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

２

機
構
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び

財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

繰
入
れ
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

二

金
融
再
生
勘
定
か
ら
金
融
機
能
強
化
勘
定
へ
の
繰
入
れ
を
行
お
う
と
す
る

額
の
算
定
根
拠
（
当
該
繰
入
れ
を
金
銭
以
外
の
財
産
に
よ
り
行
お
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
算
定
根
拠
並
び
に
当
該
財
産
の
種
類
及
び
価
額
）

を
記
載
し
た
書
面

三

そ
の
他
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
係
る
審
査
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

（
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
か
ら
金
融
機
能
強
化
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
六
条

機
構
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣

［
条
を
加
え
る
。
］
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及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

繰
入
れ
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
能
早
期
健
全
化
勘
定
か

ら
金
融
機
能
強
化
勘
定
へ
の
繰
入
れ
を
行
お
う
と
す
る
額
の
算
定
根
拠
（
当

該
繰
入
れ
を
金
銭
以
外
の
財
産
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
算
定
根
拠
並
び
に
当
該
財
産
の
種
類
及
び
価
額
）
を
記
載
し
た
書
面

三

そ
の
他
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
係
る
審
査
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八

年
六
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


